
登録担当① 評定ＣＣＭＳ評定担当 登録担当② 審査 テクリス（JACIC） 受注者

評定データ

評定データの抽出

（評定の登録状況の確認）

不適合結果を受領し、事務所へ

内容確認を依頼

テクリスへ反映

確認結果をＪＡＣＩＣへ連絡

評定データの受領

テクリス情報と照合
※照合できないとテクリスへ反

映されず

NO

修正内容を集約

成績評定点の入力

全て確定状態である

※可能な限り確定状

態を目指す

未登録分の

評定の入力

評定データ

評定データの受領

テクリス登録のためデータの確

認を依頼

※成績通知書との突合を依頼

※様式は、登録様式を使用

評定データの抽出

（評定の登録状況の確認）

データの確認

※成績評定通知書との

突合作業

評定データを

ＪＡＣＩＣへデータ送付

不適合の有無
有 無

翌年度5/20頃

6/10頃

7/31迄

現状

通知

完了後1ヶ月以内

評定データの抽出

（評定の登録状況の確認）

業務完了後

・手入力による誤り

違う業務の成績評定点を参照

・ＣＣＭＳから抽出した後の評定データ修正

問題箇所：

・集約時のコピーミスの恐れ

（Ｒ５，６にミスはなし）

・確認時の誤りミスの恐れ

（Ｒ５，６にミスはなし）

登録担当① 評定ＣＣＭＳ評価担当 登録担当② 審査 テクリス（JACIC） 受注者

評定データ

評定データの抽出

（評定の登録状況の確認）

照合結果を受領し、

評定担当へ内容確認を依頼

テクリスへ反映

評定データの受領

テクリス情報と照合
※照合できないとテクリスへ反

映されず

NO

成績評定点の入力

未登録分の

評定の入力

評定データ
評定データの抽出

（評定の登録状況の確認）

データの確認

必要に応じてデータ修正

※成績評定通知書との

突合作業

評定データを

ＪＡＣＩＣへデータ送付

不適合の有無
有 無

翌年度5/20頃

6/10頃

7/31迄

見直し版 業務フロー

通知

完了後1ヶ月以内

業務完了後

YES全て確定状態である

※可能な限り確定状

態を目指す。

修正内容がＣＣＭＳに反映

されているか確認
YES
確認結果を連絡

評定データ

これまで確定値かどうか

確認していなかった

ＣＣＭＳを修正

【再発防止策の方向性（第1回有識者会議）】

■人為的ミスを防ぐシステム改善とマニュアルの必要性

■業務全体を最適化する合理的なシステムの追求

■システム改善までの暫定的な措置の必要性

■成績評定の重要性に関する職員意識の欠如への対応

■参加表明者が自社成績の登録内容が確認できる仕組み

（４）自社成績のテクリ

ス登録内容が確認でき

る仕組みの構築

閲覧

テクリスへ反映

（２）① ＣＣＭＳとテクリスを

連動させ、登録を自動化

（２）② CCMSから出力した成績評定通知書を加工できない仕組みの導入

（２）③ CCMSを特記仕様書と連動させ、選択すべき技術者が自動選択されるシステム変更

（３）⑤ 過去４年分の成績評定点を登録

・通知後はCCMSにロックをかけ解除

権限者を限定

・EXCELで抽出した成績評定通知書の加工の禁止

・照査技術者を定めているか確認

評定データ

評定の入力

通知

評定見直し時

改善箇所： システム改善：

確定値であることを確認

評定データ

評定の入力

通知

評定見直し時

評定見直しが必要なった場合 CCMSデータの修正許可

評定データを抽出し

ＪＡＣＩＣへデータ送付

YES
確認結果を連絡

評定データの受領

テクリス情報と照合

修正内容がＣＣＭＳに反映

されているか確認

テクリスへ反映

不適合無

１週間

以内
（３）③ 成績評定点を見直した時は1週間以内にテク

リス登録することをルール化

・見直し時のルールがなく、テクリスへの反映

がされないまま、受注者に見直し後の成績評

定点が通知されていた

見直しに際してのルールとして

本局への申請を周知徹底

閲覧

評定データの受領

テクリス登録のためデータの確

認を依頼

※成績通知書との突合を依頼

※様式は、登録様式を使用

（３）当面の措置
【業務フローの再確認とマニュアルの整備】

①業務フローの見直しを行い、適切な登録作業を可能とするマニュアルを整備

【同一業務名とならない措置の導入】

②同一業務名が生じないよう、業務名の付け方についてルールを設定

【速やかに再登録をする仕組みの構築】

③成績評定点を見直した時は、速やかにテクリス登録することをルール化

④登録担当が的確に見直しを把握できるように業務フローを見直し

【テクリス登録値を再確認する仕組みの導入】

⑤毎年６月に過去４年分の成績評定点をJACICに登録することに変更

⑥毎年７月末にテクリスの成績評定点の登録状況について、確認

（１）人材育成、体制強化
①研修を通じた成績評定点の意義等に関する継続的な教育、②システム改善に取り組み、業務のDX化を推進する組織体制の強化

再発防止策

（２）システム改善
【人間による操作行為を最小化するシステム改善】

①CCMSとテクリスを連動させ、CCMSの登録がそのまま自動的にテクリスに反

映するようにシステムを改善

【運用を誤らない物理的な措置の導入】

②CCMSから出力した成績評定通知書自体を加工できない仕組みを導入

【システム対応の追求】

③CCMSを特記仕様書と連動させ、対象技術者の種類が自動選択されるようシ

ステムを変更

（４）企業側が確認できる仕組み

企業側が自社成績のテクリス登録内容を確認できるようJACICに改善を依頼

（３）⑥ 7月末にテクリスの登録状況について確認

＜その他の再発防止策＞

（１）① 研修を通じた成績評定点の意義等に関

する継続的な教育、

（１）② システム改善に取り組み、業務のDX化
を推進する組織体制の強化

（３）① 業務フローを明確にし、適切な登録作業

を可能とするマニュアルを整備

（３）② 同一業務名が生じないよう、業務名の付

け方についてルールを設定

（３）④ 登録担当が的確に見直しを把握でき

るように業務フローを見直し

評定データの抽出

参考資料ー４
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